
農政課よりお知らせ

【各種調査にご協力をお願いします！】

・農地流動化及び地域計画策定に係るアンケート調査について

今後の経営意向（規模拡大・縮小ほか）や現在の農業経営の状況等について調査します。

今回の調査は、令和７年３月までに策定が必要となっている地域計画（地域農業経営基

盤強化促進計画）を作る上での大切な資料となります。

・有害鳥獣による農作物被害実態調査について

野生鳥獣による農作物の被害が深刻化していることから、被害の実態を把握し、鳥獣被
害防止計画等の基礎資料とするために行う調査です。

・地産地消推進に関するアンケート調査について

市内飲食店での砂川産農産物の積極的な使用により、地産地消を推進していくために、

農業者の皆様に「いつ頃、どんな農産物が提供できるか」ということについて把握する

ためにアンケート調査を実施します。

趣旨に賛同いただける方につきましては、回答にご協力をお願いします。

〇農業経営体支援事業補助金の紹介

市では、規模を拡大した担い手に対し、規模拡大に必要な機械の導入に対する補助を令和３
年度から実施しています。規模拡大される方は、農政課へご相談ください。(７４－８４８２)
主な要件は以下のとおりです。

※対象となるのは、今年度中に購入・納品される農業用機械等に限ります

〇冬期間のビニールハウスの維持・管理について

近年、大雪によるビニールハウスの変形・破損が見受けられます。冬期間のビニールハウス
の維持・管理について、次のことに気をつけてください。

また、万が一、ビニールハウスが大雪により変形・破損等した場合は、必ず被害の状況を

写真で撮影するなど記録し、農政課までご連絡ください。

・ビニールやハウスバンド各部の損傷などを点検し、必要に応じて速やかに補修しましょう。

・吹き溜まりやハウス片側に落積した雪は、速やかに除雪しましょう。

・湿った雪は、速やかに雪降ろしを行いましょう。

・無被覆のパイプハウスであっても、変形・破損等を防ぐため、

除排雪作業を行いましょう。

・融雪水がハウス内に入り込まないように、排水に努めましょう。

対 象 者
1.5ha以上（施設園芸は10a以上）、規模拡大した市内に住所を有する
個人経営の農業者で、65歳以下の方または50歳未満の農業従事者がいる
66歳以上の方（ただし、新規就農者、女性農業者、法人は除きます）

対象となる機械 購入単価が50万円以上の農業用機械

補 助 率 機械導入費の30％以内（補助金上限 100万円）


